
 

 

南 牧 村 

空家等対策計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年 

南牧村 
  



目   次 

 

第１章 計画の基本的な考え方 

１．計画策定の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２．計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

３．計画の対象とする空家等の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

４．対象地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

５．計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

第２章 空家等の現状把握 

１．住宅総数と空き家数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

２．空家等の実態調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

３．本村の地区別の空家等件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

４．アンケート調査の結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

第３章 課題の整理 

１．空家等の発生要因・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

２．管理不全の空家等が地域に与える悪影響・・・・・・・・・・・・１２ 

３．基本的な課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

第４章 空家等対策の施策 

１．所有者自身による空家等管理の重要性の啓発・・・・・・・・・・１４ 

２．空家等に関するデータベースの整備・・・・・・・・・・・・・・１４ 

３．空家等除却費の補助・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

４．空家の除却による税負担増に対する支援・・・・・・・・・・・・１５ 

５．空家等の利活用、跡地利用の促進・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

６．所有者・地域・行政・専門家団体の連携（包括施策）・・・・・・１５ 

第５章 特定空家等に関する措置 

１．特定空家等と認定される前段階での措置・・・・・・・・・・・・１７ 

２．空家法第１４条による措置（特定空家等と認定された後の措置）・１７ 

第６章 実施体制 

１．空家等対策の実施体制の確立・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

２．計画の評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

  



1 
 

 

第１章 計画の基本的な考え方 
 

１．計画策定の背景 

近年、少子高齢化、核家族化などを背景に、居住その他の使用がされない空家等が

増加しています。適切な管理がされていない空家等については、防災、衛生、景観な

ど多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすなど、社

会問題となっています。 

こうした空家等の問題に対処すべく、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成

２６年法律第１２７号。以下「空家法」という。）が平成２６年１１月２７日に一部施

行、平成２７年５月２６日に全面施行されました。 

空家法では、所有者等が自らの責任により適切な管理を行うことを前提としつつも、

住民に最も身近な行政主体であり、空家等の現状を把握することが可能な立場にある

市町村を、空家等対策の実施主体として位置づけています。 

具体的な取り組みについては、「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るための基本的な指針」（平成２７年２月２６日総務省・国土交通省告示第１号。以下

「基本指針」という。）で、実施体制の整備、空家等の実態把握、空家等対策計画の作

成、空家等及びその跡地の利活用の促進、特定空家等に関する措置の促進など、空家

等に関する施策の実現について基本的な事項が示されています。 

この基本指針に即して、村が空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するた

め、空家等対策計画を定めるものです。 

 

※特定空家等とは 

空家法第２条第２項では、次のいずれかに該当するものを「特定空家等」と定義し

ています。 

１．そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

２．そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

３．適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

４．その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

このような状態で、南牧村空家等対策審議会の答申を得て、村が認定したものが 

「特定空家等」となります。 
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空家法第２条第１項 

空家法第２条第２項 
 

 

この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上

危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適

切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺

の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認めら

れる空家等をいう。 

 

２．計画の位置づけ 

本計画は、空家法第６条の規定に基づき、南牧村（以下、「本村」という。）におけ

る空家等に関する基本的な対策を総合的かつ計画的に推進するため策定するもので

あり、空家法第４条に定められている、空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家

等に関する施策の実施、その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努め

るという市町村の責務を果たすものです。 

 

３．計画の対象とする空家等の種類 

本計画で対象とする空家等は、原則として空家法第２条第１項に規定する「空家等」

とします。空家等の発生を抑制する取り組みでは、将来「空家等」となる可能性のあ

る建築物又はこれに附属する工作物等を対象とします。 

 

 

 

この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居

住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その

他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、

又は管理するものを除く。 

 

※「空家等」と「空き家」の違い 

「空家等」：空家法で対象としている空家の表記方法であり、一般的な表記とは異な

り「き」が除かれている。共同住宅や長屋は、住戸全てが空いている場

合が対象となり、棟数で数える。また、「空家等」の「等」には、建築物

に付属する工作物及びその敷地も含まれている。 

 

「空き家」：住宅・土地統計調査でも用いられている一般的な表記方法。共同住宅や

長屋の一部空き住戸も含み、戸数で数える。 
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４．対象地域 

対象地域は、村内全域とします。 

 

５．計画期間 

計画期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間としますが、社会経済情勢や

地域事情等の変化、国・県の動向等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うこととしま

す。 
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第２章 空家等の現状把握 
 

１．住宅総数と空き家数 

平成３０年に国が実施した「住宅・土地統計調査」によると、平成３０年１０月  

１日現在の日本の総住宅数は６，２４０万７千戸となっており、そのうち空家数は 

８４８万９千戸と５年前より２９万３千戸増加し、空家率（総住宅数に占める空家の

割合）は１３．６％と過去最高となっています。また、そのうち売却や賃貸等への活

用予定がないもの（統計では「その他の住宅」と分類される。）は４１．１％となって

います。 

本村の令和元年時点の住宅総数は１，７５８戸、空き家数は５９７戸、空き家率は 

３４．０％であり、県内においては空き家率が高い傾向にあります。 

＜空き家数及び空き家率＞           ※南牧村については令和元年度の状況 

平成３０年度 

市町村名 
住宅総数

（戸） 

空き家数

（戸） 

空き家率

（％） 
市町村名 

住宅総数

（戸） 

空き家数

（戸） 

空き家率

（％） 

全国 62,407,400 8,488,600 13.6 富岡市 21,860 3,140 14.4

群馬県 949,000 158,300 16.7 安中市 27,630 4,900 17.7

前橋市 166,130 26,340 15.9 みどり市 22,820 3,730 16.3

高崎市 180,820 27,910 15.4 吉岡町 8,740 700 8.0

桐生市 63,120 13,170 20.9 中之条町 8,150 1,630 20.0

伊勢崎市 95,420 13,150 13.8 みなかみ町 10,100 2,350 23.3

太田市 101,170 14,010 13.8 玉村町 16,790 2,010 12.0

沼田市 23,030 4,120 17.9 板倉町 6,200 530 8.5

館林市 36,260 6,060 16.7 大泉町 23,250 4,720 20.3

渋川市 35,520 6,000 16.9 邑楽町 10,710 1,000 9.3

藤岡市 28,650 3,890 13.6 南牧村 1,758 597 34.0

資料：総務省統計局「住宅・土地統計調査」※人口 1万 5 千人以下の市町村は非公表 
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２．空家等の事態調査 

本村では、山村ぐらし支援協議会の協力により、令和元年度に村内全域の空家等の

現状を把握することを目的として、「空家等の可能性が高い」と思われる建物の外観

目視による実態調査を実施しました。また、平成３０年に千葉大学が空き家所有者等

に対して実施した「空き家管理者アンケート調査」の結果を整理・分析し、空家等対

策計画の策定及び今後の空家等対策を推進していくための基礎資料としています。 

 

調査項目 調査内容 

空家等判断項目 

居住・使用状況 

・表札有無 

・電気メーター動作 

・ガス栓状況 

・郵便受けの状態 

・生活感の有無 

・近隣住民への聞き取り   等 

外観状況 

・建物の傾き 

・外壁の破損・傾き 

・屋根の破損 

・窓ガラスの破損 

・塀の破損・傾き 

・異臭 

・ゴミの散乱 

・立木・雑草の状態 

・小動物の生息 

・建物の老朽度   等 

建物情報 

・建物用途 

・構造 

・階数 

・隣接道路幅員 

・駐車場の有無 

・日照状況   等 
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３．本村の地区別の空家等件数 

地区（大字）別の「空家等」の件数は下表のとおりです。 

空家等の件数は大字大塩沢が最も多い件数（８４件）となっています。 

また、実態調査時に外観目視による建物の老朽度の主観判定を行った結果では、 

空家等のうち、約８４％が外観状態に問題なし又は一部に破損あり（利活用可能）、 

約１５％が著しく破損あり（特定空家等候補）の状態であることが分かりました。 

 

地  区 空家等件数 

 

利活用可能 

著しく 

破損あり 

(特定空家等候補) 

未確認 

砥 沢 地 区 ６７ ５６ １１ 

星 尾 地 区 ５４ ４７ ７ 

羽 沢 地 区 ３２ ２３ ９ 

熊 倉 地 区 ３１ ２２ ９ 

大 日 向 地 区 ５０ ４５ ５ 

六 車 地 区 ６６ ５５ １０ １

大 仁 田 地 区 ３９ ３０ ８ １

小 沢 地 区 ３９ ３６ ３ 

大 塩 沢 地 区 ８４ ６９ １５ 

千 原 地 区 ２１ １８ ３ 

磐 戸 地 区 ５６ ５４ ２ 

桧 沢 地 区 ５８ ４９ ９ 

合  計 ５９７ ５０４ ９１ ２

※老朽度：実態調査時に外観目視による主観判定を行ったもので、この区分をもって

特定空家等の判断を行うものではありません。 
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４．アンケート調査の結果 

※平成３０年に千葉大学が実施したアンケート調査結果を基に分析 

 

Ｑ．空き家となって何年が経過しているか。 

 

空き家の４分の１が５年以内、半数近くが１０年以内の空き家である。 

村外への転出に加え、過疎による高齢化の進行に伴う人口の自然減により空き家数

が増加しているものと考えられる。 

 

Ｑ．空きの状態について 

 

現時点では、清掃や片付けを行えば使用することのできる空き家が４分の３を超

えているが、今後は改修が必要な空き家が増加することが予想される。 

５年以内

25%

５年以上

１０年以内

21%

１０年以上

２０年以内

28%

２０年以上

26%

空き家になった年数

使用可

26%

要清掃

53%

要改修

21%

空き家の状態
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Ｑ．空き家を管理する人の年齢 

 

空き家を管理する人の４分の３以上が高齢者であることから、今後、適正な管理

が行われない場合、空き家の荒廃がますます加速することが懸念される。 

 

Ｑ．空き家を管理する平均的な回数について 

 

定期的な管理が行われている空き家が全体の８割を超えているが、管理されてい

ない空き家が１割程度ある。前問の結果を見ると今後は管理者の高齢化等により、

定期的な管理ができなくなる空き家が増加するものと思われる。 

  

６０代未満

23%

６０代

48%

７０代

19%

８０代以上

10%

管理する人の年齢

月１回以上

34%

年１回以上

月１回未満

49%

管理なし

11%

その他

6%

空き家の管理頻度
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Ｑ．帰省・来訪の際の行動について（複数回答可） 

 

墓参りや家の管理をするために帰省する割合が非常に高い。また、余暇の時間を

楽しむことを目的に帰省していることが分かる。 

 

Ｑ．空き家の将来について（複数回答可） 

 

空き家を管理する人の半数以上が「貸す・売るつもりはない」と回答している反

面で、他の人に有効に活用してもらいたいと考えている人も多いことが分かる。 

  

69.2% 74.0%

35.6%
26.9%

16.3% 18.3%

79.8%

7.7%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

住宅管理庭草刈りくつろぐ 泊まる 散歩 農作業 墓参り その他

帰省行動

51.4%

33.3% 37.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

貸す・売る

つもりはない

貸しても良い 売っても良い

空き家の将来
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Ｑ．貸し売り不可の理由について（複数回答可） 

 

回答結果を見ると、「先祖代々の家のため」、「住宅を利用しているため」、「将来住

む可能性があるため」と回答している人が多く、自分が生まれ育った家やふるさと

に愛着を感じている人が多いことが分かる。一方、少数ではあるが「借主に不安が

ある」と回答した人もおり、「家が適正に管理されるのか」という不安を抱える人

や、「近隣住民へ迷惑をかけることがないか」等の近隣への配慮から他人に家を貸す

又は売ることに抵抗を感じているものと思われる。 

  

35.2%
18.5%

51.9%

7.4%
16.7%

3.7%
14.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

貸し売り不可の理由
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第３章 課題の整理 
 

１．空家等の発生要因 

空家等の発生の主な要因として次のようなものが考えられます。 

 

（１）住宅の継承、空家等に関する問題意識・当事者意識の希薄化 

・相続により遠隔地居住者が所有者となった場合、家や地域に愛着が薄く、

自身が管理しなければならないという意識があまりない。 

・ひとり暮らし高齢者の施設入所等による長期の不在への備えがない。 

 

（２）改修・除却・片付け費用の経費負担 

・利活用や売却のために必要な改修、除却、片付け等の費用負担が大きい。 

 

（３）他人に貸すことへの抵抗 

・利活用の選択肢として「自分の家を貸す」という発想がない。 

・手続きの煩雑さや借り主の利用方法に不安がある。 

・近隣住民への配慮 

 

（４）活用や除却の保留、無関心 

・将来の売却や自身での利用を見据え、現状維持のまま保留する。 

・思い出や愛着から除却、売却等の意向がない。 

 

（５）相談者の不在等 

・利活用に関する情報が少ない、または、近くに気軽に相談できる事業者や

団体がいない。 

 

（６）所有者への働きかけに対する障害 

・所有者が遠隔地居住の場合が多いため、所有者への働きかけが困難であ

る。 

・私有財産のため利活用に行政が関与することが難しい。 

 

（７）固定資産税の負担増 

・空き家の除却により、固定資産税の住宅用地特例の適用がなくなり税負担

が増える。 
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※住宅用地特例とは 

居住用の家屋の敷地(住宅用地)として利用されている土地については、その税

負担を特に軽減する必要があることから、敷地面積のうち２００平方メートル以

下の部分については、固定資産税課税標準額が１／６、２００平方メートルを超

える部分については、固定資産税課税標準額が１／３となる特例措置 

 

２．管理不全の空家等が地域に与える悪影響 

管理不全の空家等の存在は、近隣住民及び地域全体に様々なかたちで問題をもたら

します。また、管理不全空家等がもたらす外部不経済（周囲への悪影響、第三者に与

える損害や迷惑）には、次のようなものが考えられます。 

 

（１）防災性の低下（倒壊の危険性） 

・空家等が放置されて老朽化すると、全体が傾いたり屋根や外壁等の一部が剥

離・飛散したりするなど、隣家や通行人等へ危害を及ぼします。特に台風や地

震などの災害時には危険性が高まります。 

 

（２）衛生の悪化（ごみの散乱・悪臭） 

・ごみの放置や不法投棄、害獣・害虫の発生等により、衛生上の問題が発生し

ます。 

・浄化槽の破損・汚水の流出、動物の生息、悪臭、樹枝の越境などにより生活

環境上の問題を引き起こします。 

 

（３）防犯上の問題 

・管理されていない空家等には人の目が届かず、不審者が住み着いたり、放火

による不審火等の懸念が発生したりするなど犯罪の温床となる可能性もありま

す。 

 

（４）景観の悪化 

・建物の老朽化、ゴミの散乱、草木の放置などは、景観破壊につながるおそれ

もあります。 

 

（５）地域のイメージ・活力の低下 

・空家等が増加すると、地域コミュニティの弱体化につながり、地域の魅力が

低下していくおそれがあります。 
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３．基本的な課題 

空家等の増加によって、本村でも次のような課題が顕在化しつつあり、安全で快

適な住民生活の確保にあたって、これらの動向に留意する必要があります。 

 

（１）高齢者単独世帯の増加に伴う課題 

・高齢者の入院、施設入所または死亡等により、空家等は増加するものと考え

られます。今後は増加する高齢者単独世帯について注視する必要があります。 

 

（２）空家等所有者の認識に関する課題 

・空家等の今後の処遇・活用方法を決めていない所有者も多いとみられ、所有

する空家等に対する関心が低く、適切に相続・登記されないなど、管理意識が

不十分な空家等所有者が存在すると思われます。 

 

（３）管理不全な空家等が引き起こす課題 

・空家等の密度が高い地域では、防災（地震による倒壊、放火による火災延焼

等）、衛生・景観（害虫発生や樹枝の越境等）、防犯上の危険（不審者等の侵入

等）が増加するおそれがあります。 

・放置空家等により地域全体のイメージが悪化し、定住人口の減少、地域活力

の低下の契機となるおそれがあります。 

 

（４）管理された空家等の活用に関する課題 

・所有する空家等を「売りたい・売ってもよい」、「貸したい・貸してもよい」

「地域に有効活用してもらいたい」と考える所有者に対して、空家等の流通や

有効活用を促す仕組みを構築する必要があります。 
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第４章 空家等対策の施策 
 

前章で整理した空家等の発生要因、地域に与える悪影響、課題を踏まえ、次の空

家等対策を推進していきます。 

 

１．所有者自身による空家等管理の重要性の啓発 

・空家等の管理の重要性や相談窓口を設置し村のホームページ・広報誌等によ

り、広く住民に対して空家等の適切な管理の重要性を啓発するとともに、空家等

を放置すること、転勤や入院等により住宅を長期不在にすることのデメリット等

を周知することにより、空家等発生の抑制に努めます。 

・高齢者にもわかりやすい広報活動により、直接、高齢者へ適切な管理や活用等

を図ることができる情報を周知・啓発します。 

・様々な分野の専門家団体と協力・連携体制を構築し、空家等や家財の処分、売

却・賃貸、相続、成年後見人制度等を含めた様々な内容に対応する「住まいの終

活相談会」を開催し、使用しなくなった住居等を有益に利活用するという意識啓

発を図ります。 

・単身高齢の親が住む住宅に関し、将来の合意形成をしないまま親が死亡する、

施設入所などの理由から不在となる、子供もすでに家を購入して都市部に住んで

いるといった経緯から、空き家になってしまうことがあります。こうした要因を

回避するため、高齢者施策を行っている福祉部署と連携し、高齢者及びその家族

等を対象として、住宅等の適切な管理や空家等に係る情報提供を行い、今後の生

活について親族等を交えて話し合うことや、専門家による生前贈与・遺言の作成

といった手続きで備えることを意識啓発していきます。 

 

２．空家等に関するデータベースの整備 

・令和元年度に実施した実態調査の結果を基礎データとして、村内に存在する空

家等の所在、状態、所有者、所有者の意向、近隣住民等からの情報、行政からの

指導等履歴を一元管理します。 

・これらの情報を庁内関係部署が共有し、空家等の実態に即した指導・助言等に

活用します。 
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３．空家等除却費の補助 

・老朽化した空家等の解体・除却費用の負担が理由となって、除却が進まないケー

スが多いことから、以下の補助事業の実施を検討します。 

① 利活用が困難であると判断された空家等の除却費一部補助事業 

② 空家等の解体に際し所有者が金融機関から借り入れた融資に係る支払い利子

を助成する空家等解体ローン利子補給事業 

 

４．空家の除却による税負担増に対する支援 

・老朽化した空家を除却すると、空家が建っていた土地に対する「住宅用地に係る

固定資産税の課税標準の特例措置」が除外されて、税負担が大きくなります。また、

老朽化した空家等が「特定空家等」に指定され、必要な措置の「勧告」を受けた時

点で、「住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例措置」が除外されます（１８ペ

ージ「（２）勧告」参照）。 

税負担増を理由に、老朽化した空家の除却に踏み切ることができないケースがあ

ります。このため、自発的に空家を除却した場合又は「助言」・「指導」若しくは「勧

告」の猶予期限までに除却を行った空家の敷地に対して、固定資産税等の引き上げ

の猶予期間を設けること等を検討します。 

 

５．空家等の利活用、跡地利用の促進 

・利活用が可能な空家等については、賃貸・売買だけでなく、村づくりの観点か

ら、地域の特性を踏まえ、地域の政策課題の解決に資する施設としての転用を検

討します。 

・空家等の除却によって生じたスペースを、所有者の合意を前提として、地域の

防災性の向上や地域活性化に資するスペースとして活用します。 

 

６．所有者・地域・行政・専門家団体の連携（包括施策） 

・空家対策は、所有者だけの問題ではなく、地域づくりの課題でもあることか

ら、所有者、地域、行政、専門家団体が連携して空家等の解消と適正管理等の対

策に取り組んでいく必要があります。 

① 所有者 

空家等の所有者やその家族等の関係者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼ

さないよう、空家等の適切な管理に努める責任があります。 

また、空家等に関して、適切な相続、譲渡、賃貸、除却、地域での活用等

の様々な選択肢から、将来の処遇を考えておく必要があります。 
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② 地域 

私たち住民一人ひとりや自治会組織等は、日常の生活空間に存在する空家

等に係る問題に対し、普段から注意深く目を向け、見守っていく必要があり

ます。 

また、必要に応じて空家等の所有者に声掛けを行ったり、空家に関する情

報を行政に提供したりするなど、空家所有者と行政との架け橋としての役割

も期待されます。 

 

③ 行政 

村は、空家等の所有者や地域にとって最も身近な行政機関であり、個別の

空家等の状況を把握することが可能な立場にあることから、地域の実情に応

じた空家等対策計画を策定し、所有者等を支援しながら施策を実施していき

ます。 

④ 専門家団体 

空家等が抱える問題は、それぞれの空家等ごとに内容が異なります。例え

ば、相続等に関わる問題、除却・リフォーム等の建築に関わる問題、売却や

賃貸等の不動産流通に関わる問題、空家内に残された財産や不要物の保管・

処分に関する問題を抱えている人、あるいは、それぞれの目的に適した空家

を探している人もいます。これらの問題の解決のためには、それぞれの分野

の専門家の協力が必要となります。 
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第５章 特定空家等に関する措置 
 

１．特定空家等と認定される前段階での措置 

（１）空家法第１２条における情報の提供、助言等（任意の助言） 

空家の所有者が遠方に居住、または相続により取得した等の事情により、空家

の状態を把握していない、または自らが当該空家の所有者であることを認識して

いない可能性も考えられます。 

したがって、適切な管理が行われていない空家について、まずは所有者等に連

絡を取り、当該空家の現状を伝えるとともに、今後の改善方策のほか、処分や活

用等についての意向など、所有者の主張を含めた事情の把握に努めます。 

この段階で、空家の状態について所有者が改善の意思を示し、ただちに実施す

ると見込まれるのであれば、特定空家等の認定に至らずに問題の解決を図ること

ができます。 

 

（２）空家法第９条における立入調査 

村長は、空家法の規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任し

た者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができます。 

この立入調査は、外観目視による調査では足りず、敷地内に立ち入って、建築

物に触れるなどして詳しい状況を調査し、必要に応じて内部に立ち入って柱や梁

等の状況を確認する必要がある場合に実施するものです。 

なお、立入調査は、必要最小限度の範囲で行うべきものとされています。 

 

２．空家法第１４条による措置（特定空家等と認定された後の措置） 

（１）助言・指導 

空家法第１２条の任意の助言を受けても状況の改善が見られない場合、南牧村空

家等審議会の意見を参考に村長が「特定空家等」と認定すると、村長はその所有者

に対し、除却、修繕、立木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必

要な措置をとるよう、「助言」または「指導」することができます。 

当該特定空家の状態が改善されないと認められるときは、市町村長は「勧告」を

行う可能性があること、勧告を受けた場合は、地方税法の規定に基づき、当該特定

空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されるこ

ととなることについても、所有者に対してあらかじめ示し、所有者自らの改善を促

すよう努めます。 
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（２）勧告 

撤去・修繕など指導を受けながら改善されない場合、「勧告」が出されます。勧

告を受けると、固定資産税の住宅用地特例から除外されます。 

固定資産税の住宅用地特例とは、家屋があれば土地の固定資産税を更地の場合よ

りも最大６分の１に軽減される措置です。勧告を受けると住宅用地特例の対象外と

なります。 

実際の運用では、特定空家等の認定を受けた後、固定資産税の賦課基準日である 

１月１日に至ると、次年度の固定資産税から住宅用地特例が除外されます。 

 

（３）命令 

勧告を受けても改善されない場合、命令が出されます。命令に従わなければ、空

家法第１６条の規定により５０万円以下の過料を科せられます。命令が出された特

定空家等には、標識が設置されるとともに、その旨の内容が公示されます。（法第 

１４条第１１項） 

なお、命令の措置は「不利益処分」の扱いとなり、相手方所有者に聴聞と弁明の

機会を付与する必要があります。 

 

（４）行政代執行 

命令を無視して適切な空家管理をしない悪質なケースでは、自治体による「行政

代執行」による解体が行われる可能性があります。行政代執行とは、義務者（空家 

所有者）に代わり、行政がその義務（建物解体等）を行い、その費用を義務者に請

求するというものです。 

行政代執行法では、代執行に次の３つの要件を定めています。 

•義務者が義務を履行しない。 

•他の手段で義務の履行を確保することが困難 

•不履行を放置することが著しく公益に反する。 
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第６章 実施体制 
 

１．空家等対策の実施体制の確立 

空家等がもたらす問題は、建築、防災、衛生、景観等多岐にわたるため、部署を横

断した体制を構築し、連携して空家等対策に取り組みます。また、行政だけでなく、

地域住民、専門家団体や民間事業者と連携し、協働して空家等対策に取り組む仕組み

を構築します。 

（１）相談窓口の明確化・専門家団体との連携 

① 相談窓口の明確化 

住民等からの相談への対応については、関係部署の主な担当内容を踏ま

え複数課で行います。本村においては、総合窓口として村づくり・雇用推進

課を位置づけるとともに、相談内容に応じて関係部署と連携し対応するこ

ととします。また、必要に応じて関係団体・専門家を紹介します。 

② 専門家団体との連携 

空家等の所有者が抱える問題は多岐にわたるため、それぞれの問題に対

応する専門家団体との協定締結などによる連携・相談体制を構築します。 

 

（２）南牧村空家等対策審議会 

南牧村空家等対策審議会は、空家法第７条に基づく協議会として、空家等対

策の実施に関する協議及び進捗の確認を実施します。 

 

２．計画の評価 

本計画に基づく空家等対策に関する取り組みを計画的に推進するため、数値目標を

設定します。 

 

■数値目標の考え方 

空家等の利活用や特定空家等の取り壊しを進め、目標値は現状の戸数から約１０％

減の５４０戸とします。 

指  標 
現 状 目標値 

令和元年度 令和７年度 

空家等の戸数 ５９７戸 ５４０戸 

 


